
公

告

徳
島
健
康
生
活
協
同
組
合
職
員
労
働
組
合
か
ら
二
〇
二
五
年
秋
闘
の
要
求
に
関
し
て
令
和
七
年
十
一
月
八

日
以
降
、
同
組
合
員
が
従
事
す
る
次
の
職
場
に
お
い
て
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働

関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。令
和
七
年
十
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九
番
地

徳
島
健
康
生
協
本
部

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九
番
地

徳
島
健
康
生
協
健
康
づ
く
り
事
業
部

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九
番
地

徳
島
健
生
病
院

三
好
市
井
川
町
吉
岡
一
二
七-

二

健
生
西
部
診
療
所

阿
南
市
津
乃
峰
町
新
浜
一
二

健
生
阿
南
診
療
所

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
東
開
一
四-

一

健
生
き
た
じ
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
高
川
原
二
一
五
五
番

健
生
石
井
ク
リ
ニ
ッ
ク

徳
島
市
北
前
川
町
五
丁
目
一
〇

健
生
歯
科

鳴
門
市
撫
養
町
木
津
字
西
小
沖
七
三
二-

二

健
生
歯
科
な
る
と

徳
島
市
吉
野
本
町
六
丁
目
三
〇-

四

健
生
在
宅
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

徳
島
市
吉
野
本
町
六
丁
目
三
〇-

四

健
生
さ
わ
や
か
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

徳
島
市
吉
野
本
町
六
丁
目
三
〇-

四

と
く
し
ま
健
生
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
市
吉
野
本
町
六
丁
目
三
〇-

四

と
く
し
ま
健
生
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九
番
地

健
生
か
が
や
き
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
高
川
原
二
一
五
五
番

健
生
石
井
老
健
う
ぐ
い
す

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九
番
地

と
く
し
ま
健
生
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

三
好
市
井
川
町
吉
岡
一
六
一-

一



西
部
健
生
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

三
好
市
山
城
町
大
川
持
字
中
ハ
シ
五
八
三-

四

山
城
健
生
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

三
好
市
池
田
町
サ
ラ
ダ
一
八
七
七-

一

健
生
西
部
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
で
し
こ


